
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 議 事

な　し

伊 東 敬 一 郎

石 田 行 男 三 浦 利 之

大崎市役所　岩出山総合支所　２階　第３会議室

教 育 次 長 早 坂 敏 明

委 員 長

招 集 場 所

出 席 委 員

欠 席 委 員

小 高 雄 悦

高 橋 裕 子

矢 内 諭

戸 島 潤

教 育 長

平成２２年　第５回大崎市教育委員会臨時会会議録

平成２２年５月３０日（日） 開会　午前１０時４０分 閉会　午前１１時１５分招 集 期 日

委 員

日程第１ 議案第26号

教 育 次 長 柴 原 一 雄

佐 々 木 桂 一 郎

総務課長補佐 総務担当係長

大崎市教育委員会委員長の選挙について

大崎市教育委員会委員長職務代行者の指定について

大崎市教育委員会教育長の任命について

教育総務課長

な　し

委 員 長
職 務 代 行 者

委 員

傍 聴 者

事務局職員
出 席 者

書 記

委員長選挙

委員長職務代
行者の指定



- 1 - 

会議説明 

  

教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育総務課長 

 

 
 
本日の会議に先立ち，委員の皆様にお諮りいたします。 
委員長及び委員長職務代行者の任期が，去る５月２９日をもって満了い

たしましたので，現在不在になっております。 
本日の教育委員会臨時会開会後に行われる委員長の選挙により，委員長

が選出されるまでの間，委員の中から臨時委員長を選出していただきたい

と思います。 
臨時委員長の選出につきましては，地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律に定めがございませんので，地方自治法第１０７条に規定されてお

ります議会における臨時議長の規定を準用いたし，出席委員の最年長者に

お願いしたいと思いますが，いかがでしょうか。 
 

 （「異議なし」の声あり） 
 
ご異議がないようですので，本日の出席委員の最年長者であります伊東

委員に臨時の委員長をお願いします。 
 

開   会 

  

臨時委員長 

 
 
臨時委員長に選出されましたので，委員長選出までの間，委員長の職務

を行います。 
出席委員が定足数に達しておりますので，平成２２年第５回大崎市教育

委員会臨時会は成立いたしました。 
これから会議を開きます。 
 

大崎市教育委員会委員

長の選挙について 

 

臨時委員長 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

臨時委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
本日は議事に先立ち，５月２９日をもって任期満了になりました大崎市

教育委員会委員長の選挙を行います。 
 
 委員長及び委員長職務代行者の任期が５月２９日で満了になりましたの

で，地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１２条第１項の規定に基

づき，委員長の選挙を行う必要がございます。 
 つきましては，人事案件でありますので，教育委員会会議規則第５条第

１項の規定により，秘密会とすることのお取り計らいをお願いいたします。 
 
 ただいま，事務局から大崎市教育委員会委員長の選挙について，教育委

員会会議規則第５条第１項の規定に基づき，秘密会とすることについての

発議がありました。 
 お諮りいたします。 
 委員長の選挙については，秘密会とすることにご異議ございませんか。 
 
 （「異議なし」の声あり） 
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臨時委員長 

 

 

 

 

 

臨時委員長 

 ご異議なしと認め，委員長の選挙については秘密会といたします。 
 教育次長及び教育総務課長を除き，そのほかの方々はご退室願います。 
 暫時，休憩します。 
 
 （教育次長及び教育総務課長を除き退室） 
 
 会議を再開します。 
 大崎市教育委員会委員長選挙の結果，伊東委員が委員長に当選いたしま

した。 
 この場に伊東委員がおられますので，委員長当選の告知をいたします。 
 

委員長職務代行者の指

定 

 

委 員 長 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

 

 

 
 
 
 次に，委員長職務代行者の指定を行います。 
 
 委員長職務代行者の任期につきましても５月２９日で満了になりました

ので，地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１２条第４項の規定に

基づき，委員長職務代行者の指定を行う必要がございます。 
 つきましては，この件につきましても人事案件でありますので，教育委

員会会議規則第５条第１項の規定により秘密会とすることのお取り計らい

をお願いいたします。 
 
 ただいま，事務局から委員長職務代行者の指定について，教育委員会会

議規則第５条第１項の規定に基づき，秘密会とすることについての発議が

ありました。 
 お諮りいたします。 
 委員長職務代行者の指定については，秘密会とすることにご異議ござい

ませんか。 
 
 （「異議なし」の声あり） 
 
 ご異議なし認め，委員長職務代行者の指定については秘密会といたしま

す。 
 教育次長及び教育総務課長を除き，そのほかの方々はご退室願います。 
 暫時，休憩します。 
 
 （教育次長及び教育総務課長を除き退室） 
 
 会議を再開します。 
 協議の結果，小高委員を大崎市教育委員会委員長職務代行者に指定する

ことに決定いたしました。 
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議    事 

 

委 員 長 

 

 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

 

 

 

 

委 員 長 

 

 

小 高 委 員 

 

委 員 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

 

 

 

 
 
次に，本日の議題を上程いたします。 
議案第２６号 大崎市教育委員会教育長の任命についてを議題といたし

ます。 
教育総務課長より説明願います。 
 
大崎市教育委員会教育長の任命についてご説明申し上げます。 
教育委員会教育長につきましては，地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第１６条第２項に，委員長を除く委員のうちから教育委員会が任命

すると規定されております。 
教育長任命に伴う選出の方法につきましては，大崎市教育委員会では，

これまで指名推薦の方法によって行ってきておりますので，ご参考にして

いただければと思います。 
 
ただいま説明がありましたが，教育長の任命については，慣例により指

名推薦の方法で実施したいと思いますが，よろしいですか。 
 

 （「異議なし」の声あり） 
 
それでは，指名推薦により実施することに決定いたします。 
どなたかご推薦をお願いします。 
 

 矢内委員を推薦します。 
 
 ただいま，小高委員より矢内委員を教育長に推薦する発言がございまし

た。 
 教育長を選任するに当たり，地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第１３条第５項の規定により，推薦された委員は議事に参与することがで

きませんので，会議場から一時退席をお願いします。 
 暫時休憩します。 
 
 （矢内委員が退室） 
 
 会議を再開します。 
 休憩前に矢内委員を教育長に推薦する旨の発言がありました。 
 お諮りいたします。 
 矢内委員を大崎市教育委員会教育長に任命することにご異議ございませ

んか。 
 
 （「異議なし」の声あり） 
 
 ご異議なしと認め，矢内委員を大崎市教育委員会教育長に任命すること

に決定いたします。 
 暫時休憩します。 
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委 員 長 

 

 

 

 

 

委 員 長 

 

 

 

 

委 員 長 

 

教 育 長 

 
 （矢内委員が入室） 
 
 会議を再開します。 
 議案第２６号 大崎市教育委員会教育長の任命について審議した結果，

矢内委員を大崎市教育委員会教育長に任命することに決定いたしました。 
 矢内委員がこの場におられますので，教育長の辞令を交付します。 
 準備が整うまでの間，暫時休憩いたします。 
 
 会議を再開します。 
 辞令を交付します。 
 
 （辞令交付） 
 
 矢内委員に，教育長就任の挨拶をお願いします。 
 
 （教育長就任の挨拶） 
 

会議録署名委員の指名 

 

委 員 長 

 

 
 
 本日の会議録署名委員を指名いたします。 
 小高委員にお願いいたします。 
 

その他 

 

委 員 長 

 

 

 

 

委 員 長 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

 

事 務 局 

 

委 員 長 

 

 
 
次に，その他に入りますが，席次番号の指定を行います。 

 慣例により，委員長が席次を指定することにご異議ございませんか。 
 
 （「質疑なし」の声あり） 
 
 ご異議なしと認め，委員長が席次を指定します。 
 １番 伊東委員，２番 小高委員，３番 高橋委員，４番 戸島委員， 
５番 矢内委員とします。 

 次に，委員の方々から何かございますか。 
 
 （「なし」の声あり） 
 
 事務局から何かございますか。 
 
 （「なし」の声あり） 
 
 ないようですので，その他を終了します。 
 以上で，本日の会議を終了します。 
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閉   会 

 

 
 この会議録の作成者は次のとおりである。 
 
 教育総務課 総務担当 主幹兼係長 三浦 利之  
 
 上記記録の正確なることを認め，ここに署名する。 
 
 平成   年   月   日 
 
 
 委 員 長                     
 
 
 署名委員                                         
 

 


